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パワーポイント版「かしこい消費者のススメ～みんなで考えよう暮らしとお金～」

愛知県 WEB
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かしこい消費者のススメかしこい消費者のススメ
中学生向け

～みんなで考えよう暮らしとお金～

　愛知県県民生活課の WEB ページに、パワーポイント版「かしこい消費者のススメ～みんなで考え
よう暮らしとお金～」を掲載しています。
　学校の授業や教員研修等での御利用のほか、自作教材を作成するために、掲載内容の一部を御利用
いただくことも可能です。
　なお、一部を抜粋しての御利用や、編集して御利用される場合は、必ず出典（出典：
愛知県県民生活課「かしこい消費者のススメ」) を明記して
いただくようお願いします。

検 索かしこい消費者のススメ 検 索

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください！
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号
（愛知県県民生活課内）
TEL：052-954-6603 　FAX：052-961-1317

J-FLEC（金融経済教育推進機構）のご紹介
　J-FLEC（金融経済教育推進機構）は、国民に広く金融経済教育を届けることを目的に設立された
金融庁所管の認可法人です。一人ひとりが、経済的に自立し、安心かつ豊かな生活を送るために、
金融リテラシ―を高められるよう、中立・公正な立場から様々な事業を推進しています。

愛知県金融広報委員会のご紹介
　愛知県金融広報委員会は、J-FLEC（金融経済教育推進機構）、愛知県、東海財務局、日本銀行
名古屋支店、金融機関等と連携して、中立・公正な立場から、暮らしに身近な金融経済知識に関する
広報活動を行っています。

◆講師派遣（出張授業）　◆イベント・セミナーの開催　　◆個別相談（はじめてのマネープラン）
◆ウエブサイト・SNS　　◆教材・コンテンツの無償提供

検 索J-FLEC 検 索

詳しくは、J-FLECのホーム
ページをご覧ください。

※J-FLECは金融経済教育推進機構の略称で、
　ジェイフレックと呼びます。

お問い合わせ先

主な事業内容

個別相談
「J-FLEC はじめてのマネープラン」

　お金に関するアドバイスを受けたことの
ない方に、アドバイスの価値や意見を知って
いただくきっかけとするため、個別相談の
無料体験の提供や割引クーポンの発行を
行っています。

　生徒、児童、幼児の発達段階に応じた金融
経済教育の研究・実践を支援するため、愛知県
金融広報委員会が研究校を指定し、教育研究
費の助成等の支援をしています。

※詳細は当委員会 HP をご確認ください。

金融経済教育研究校のご案内

・「金融リテラシーマップ」に紐づいた研究・
実施内容のご相談

・年間３０万円（上限額）×２年間の教育
研究費の支給

他

指定期間 2 年間

支援内容

　イベントの情報、J-FLECの講師派遣及び、
金融経済教育研究校等の情報を掲載しています。

ホームページのご案内

検 索知るぽると愛知 検 索

お金の勉強会をしませんか？
～講師派遣のご案内～

　企業や学校、公民館等に、無料
で講師を派遣しています。
　金融経済に関する様々なテーマ
の中から、ご希望に沿った内容を
学ぶことができます。

＜指導者用解説書のお問い合せ先＞ 愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番 2号
Tel：052-954-6603（ダイヤルイン）　発行：2025年 6月
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印刷・コピーＯＫです。広くご活用ください。

　猫なで声の猫 ナデコが成年年齢の引下げをチャンスに様々なビジネスを企て、巧みな話術で、18歳の高校生 てつ子に
商品・サービスの契約をさせようとしている。正義の味方 狐のゴン太は、そんなてつ子を見守り、一歩手前で食い止めようとする。
　18歳のてつ子は、次々と消費者トラブルに遭遇するが、狐のゴン太に助けられ、そのトラブルを乗り越えていくことで、
大人へと成長していく。

１８歳からの大人大作戦 ! ！ ！

ストーリー

成年年齢引下げに伴う若者の消費者トラブル防止メッセージ動画を配信しています！

※画像はメッセージ動画の一部です

18歳の高校生 てつ子
知的で生徒会長も務めるリーダー的存在。どんな
手口にもだまされない「鉄の意志」を持っているが、
乗せられると、ついその気になってしまうことが･･･
好きな言葉：後悔先に立たず

猫なで声の猫 ナデコ 
人懐こい性格のかわいいキャラで
あるが、「猫かぶり」や「猫なで声」
で、様々な商品・サービスの契約
を獲得している。
苦手な生き物：ネズミ

正義の味方
狐のゴン太 
嘘が大嫌いで誠実な
性格。
先祖代々、狐は何を言っ
てもだましていると
思われるから、信じて
くれない会、通称「くれ
ないのきつね」を作っ
て、みんなが消費者トラ
ブルに巻き込まれない
ように見守り活動を
行っている。
愛読書：ごんぎつね、
　　　 手袋を買いに

若者向け
特集号

2022年4月から18歳で「大人」に！
～大人になるってどんなこと？～

　2022年4月1日からの成年年齢引下げによる若者の消費者トラブルの増加を防止するため、法改正に伴う注意点
等を広く呼びかけるメッセージ動画「18歳からの大人大作戦!!!」を制作し、YouTubeを使って広く配信しています。
　昨年度（2020年度）、県消費生活総合センターに多く寄せられた若者の消費者トラブルの中から、「美容関連の契約」、「インター
ネット通販」、「情報商材｠（副業や投資等で高収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている「情報」）の購入」を取り上げて注意を
促すとともに、困った時の消費者ホットライン「☎188（いやや!）」をキャラクターとテロップで紹介する35秒のアニメーション動画です。

○民法の改正により、2022年4月1日から、成年
年齢が現行の20歳から18歳に引下げられます。

○成年に達すると、保護者の同意がなくても自分の
意思で様々な契約ができるようになりますが、
これまで認められていた未成年者取消権が適用
されなくなり、一旦契約すると未成年であることを
理由に、契約を取り消すことができなくなるため、
注意が必要です。

○「18歳から大人」として行動できるよう、
　今から心構えをしておきましょう。

※メッセージ動画の登場キャラクター

▲メッセージ動画は
　こちらから
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愛知県の消費者教育の取組

　悪質商法への注意喚起を始め、消費者事故やエシカル消費
など、消費生活情報を広く発信するとともに、消費者教育に
役立つコンテンツを提供しています。

「あいち暮らし WEB」による情報発信

　消費者トラブルに遭うことなく、自ら合理的な判断を行う
ことができるよう、動画配信による消費者教育オンライン講座
を YouTube 上で開講しています。

消費者教育オンライン講座の配信

　愛知県消費生活総合センターに多く寄せられた若者の消費者
トラブルの中から、「美容関連の契約」、「インターネット通販」、
「情報商材の購入」を取り上げて注意を促すとともに、困った
ときの「消費者ホットライン☎188」をキャラクターとテロッ
プで紹介する 35 秒のアニメーション動画を YouTube 上で
配信しています。

「18 歳からの大人大作戦 !!!」の配信

　悪質商法による被害の未然防止や食の安心・安全に関する
話題、行事のお知らせなど、暮らしに役立つ情報を掲載して
おり、年６回配信しています。

消費生活情報「あいち暮らしっく」の配信

　契約・クレジット・悪質商法・インターネット・消費者教育
など、消費生活に関する DVD 等の教材の貸出をしています。

映像教材の貸出

　エシカル消費について、広く県民の皆様へ普及啓発するため、
エシカル消費の具体例や、取組・活動紹介などの情報を発信
しています。

・ エシカルについて学べる！
　イメージ画像とともに、分かりやすく解説しています。

・ エシカルを実践できる！
　日々の暮らしの中で、できることから、無理のない範囲で
エシカル消費を取り入れることができるよう、身近な消費
行動事例を紹介しています。

・ エシカル度が計測できる！
　日々の暮らしの中で実践している消費行動や取組をチェック
できます。

「エシカル × あいち」による情報発信

エシカル消費を広めるための
愛知県独自のロゴマーク

みんなで考えようインターネットトラブル

検 索あいち暮らしWEB 検 索

検 索エシカル×あいち 検 索

検 索あいち暮らしっく 検 索

検 索愛知県  消費者教育  YouTube 検 索

検 索愛知県  消費者教育DVD 検 索

検 索18歳からの大人大作戦！！！ 検 索

はじめに

　近年、私たち消費者を取り巻く社会経済環境は、大きな変化を続けています。デジ

タル化やグローバル化の進展に伴い、多様な商品・サービスを選択することができるよう

になるなど、消費者の利便性が向上する一方で、消費者トラブルは複雑化・ 多様化して

います。2022 年４月からは成年年齢が 18 歳に引き下げられ、18 歳から、親の同意

を得ずに様々な契約をすることができるようになった一方で、「未成年者取消権」を行使

することができなくなって以降の、消費者トラブルの増加が懸念されており、若年者の

発達の段階に応じた消費者教育の重要性が高まっています。 

　また、2030 年の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、人や社会、地域、

環境に配慮した商品やサービスを選んで消費する「エシカル消費」の普及により、私たち

一人一人の消費行動が、持続可能な社会の形成に貢献することも期待されています。

　このような状況を踏まえ、本県では「あいち消費者安心プラン 2029（第三次愛知県

消費者行政推進計画）」 のもと、「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことが

できる社会の実現」を目指して、主体性のある消費者の育成に取り組んでいます。 

　主体性のある消費者の育成には、18 歳を迎えるまでの、より早い時期から適切な

消費行動に結びつく知識や実践的な能力を修得させることが重要です。そこで、県では 

「小・ 中学校向け消費者教育検討会」を設置し、小・ 中学校の授業において活用できる

教材として、「かしこい消費者のススメ」を作成し、毎年度内容について見直しを行って

います。 

　教材は、主体的・ 対話的な授業により、消費生活・ 環境に関する物事を捉える視点や

考え方を育み、身に付けた知識を日常生活でも活用できるよう、実践的に学べる「ワーク

形式」を取り入れています。また、指導を進める上で留意したい点については、「指導者

用解説書」に掲載しています。 

　各学校におかれましては、関係教科等の授業で教材を活用していただくとともに、消費者

教育の推進にご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

　　

　　2025 年 6 月

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
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授業展開例②  「中学生に多い消費者トラブルって？」

中学生に多い消費者トラブルを学び、気を付けるべき点や、トラブルに遭った場合の対応
方法などを考えることで、トラブルの未然防止・拡大防止につなげることができる。題材の目標

指導案 ５０分（家庭科などで実施）

○小・中学生が契約当事者であった消費
生活相談の件数のグラフを見て、気付
いたことや考えたことを発表する

＜発表例＞
・インターネットゲームの相談が多い

○相談件数のグラフを拡大して黒板に掲示
（投影）する
※Ａ４用紙に２つのグラフを印刷して配布し
ても良い

○インターネット関連の消費者トラブル
が多いことに気付き、自身や周りの
インターネット関連の消費者トラブル
の話を発表する

＜発表例＞
・オンラインゲームでアイテムを買っ
たらお金を請求された
・無料で視聴できる動画サイトをクリック
していたら、いつの間にか有料会員に
なっていた
○オンラインゲームでの高額請求とワン
クリック請求の注意点（ポイント）を
理解する

○ワンクリック請求の対応方法を考え、
発表する

＜発表例＞
・恥ずかしくて、親には相談したくない
けど、大変になると困るから、早く
相談する
・電話番号や住所を知られてしまうから、
電話をするのは危険だと思う

○自身や周りのインターネットに関する消費
者トラブル事例を発表させることで、それ
らが身近な問題であることに気付かせる

○２コマ漫画では、家族のクレジットカード
を使って課金をしているが、家族のスマホ
を勝手に使ってはいけない点、使う場合は
個人情報が多く入っているので気を付ける
必要がある点などを発表後に補説する

○選んだ対応方法と理由を発表させること
で、ワンクリック請求の被害に遭わないた
めの方法を学ばせる

○インターネット通販での定期購入と
ＳＮＳを介した消費者トラブルの注意
点（ポイント）を理解する

○インターネットの適切な使い方につい
て、選択肢以外にはどのようなものが
あるかを考えて発表する

＜発表例＞
・インターネットを使う際のルールを
家族と話す

○ＳＮＳに書き込まれている内容について
は、生徒自身が意思決定をする際の根拠
としてしまう傾向にあるので、「情報の鵜
呑み」に気を付けるよう補説する

〇フィルタリングサービスについて説明し、
活用を促す。

○もしも困ったことがあったら、どうし
たら良いかを考えて発表する

＜発表例＞
・まずは親に相談する
○身近な公的な機関である消費生活セン
ターがどこにあるかを調べて書く

○周りの大人に相談することが、消費者トラ
ブルの未然防止・拡大防止につながること
に気付かせる

※ 時間に余裕があれば、悪質商法についても解説し、
注意を促す

学習過程

導　　入

展　　開

ま と め

学習内容 指導上の留意点 教材ページ

Ｐ６

Ｐ６

Ｐ７

Ｐ７

Ｐ５（※）

2

教材の特徴と活用方法
＜特徴＞
　・学習指導要領に基づいた内容となっています（参照：【学習指導要領と教材及び教科書との対応表】）
　・各ページには、自分の考え、友達や家族で話し合ったことなどを記入する設問があり、実践的に学ぶ
　ことができるワーク形式の教材となっています。

　・社会科、家庭科などの授業で活用できるほか、自宅学習や長期休業中の課題としても活用できます。

＜活用方法＞
　・「指導者用解説書」は、教材の写しを各ページの中央に配置し、その解説（「ねらい」、「授業の進め方
　とポイント」など）を周りに掲載しています。

　・生徒の実態を確認しながら、時間配分や学習の流れを工夫して活用してください。

＜注意点＞
　・教材に関する著作権は、愛知県に帰属します。
　・学校における教育目的で使用する場合は、複製等が可能です。その他の目的で使用する場合は、事前
　に愛知県県民生活課へ御連絡ください。

【学習指導要領と教材及び教科書との対応表】
学習指導要領

教科

社
会
科（
公
民
的
分
野
）

（2） 現代社会を
　　捉える枠組み

（2） 国民の生活と
　　政府の役割

（2） 消費者の権利
　　と責任

（3） 消費生活・環境
　　についての
　　課題と実践

（1） 市場の働きと
　　経済

（1） 金銭の管理と
　　購入

契約の重要性とそれを守ることの
意義及び個人の責任

身近な消費生活を中心とした
経済活動の意義

P2

新しい社会
公民

（東京書籍）
P6-36

P129-180

中学社会
公民的分野

（日本文教出版）
P6-36

P128-185

技術・家庭
家庭分野
（開隆堂）
P262-282

新しい
技術・家庭
家庭分野
（東京書籍）
P192-208

技術・家庭
家庭分野
（開隆堂）
P284-290

新しい
技術・家庭
家庭分野
（東京書籍）
P210-216

-

市場経済の基本的な考え方、市場に
おける価格の決まり方、資源の配分
現代の生産や金融などの仕組みや働き

-

物資・サービスの選択に必要な
情報の収集・整理 P4

-

購入方法や支払い方法の特徴 P3,5-7

計画的な金銭管理の必要性 -

売買契約の仕組み P2,3,6-7

情報を活用した物資・サービスの
購入の工夫 P4

消費者被害の背景とその対応 P5-7

自分や家族の消費生活が環境や
社会に及ぼす影響 P4

P4

P1-8

自立した消費者としての
消費行動の工夫

環境に配慮した消費生活について
の課題と計画、実践、評価

消費者の基本的な権利と責任 P6-8

消費者の保護 P7-8

ア（イ）

ア（ア）

ア（ア）
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教材の活用例
教材は、教員による授業での活用以外にも、以下のとおり活用できます。
これらは、一例に過ぎませんので、各学校の状況に合わせて活用してください。

　学校における実践的な消費者教育の取組を支援するため、外部講師（J-FLEC 認定アドバ
イザー等※、消費生活相談員、弁護士、司法書士等）を無料で派遣し、教材を活用した実践的
授業を行っています。ぜひ、御利用ください！
　※：J-FLEC（金融経済教育推進機構）が派遣するお金に関する各種専門家（消費生活相談員やファイナンシャル

プランナーなど）です。

外部講師による実践的授業

　教材は、学習指導要領に基づいた内容であり、教科書の内容に準じています。
　そのため、教材を自宅学習教材として活用することにより、授業で学んだ内容を復習すること
ができます。
　ただし、教材は「クイズ」や「トラブルへの対応方法等を考えて書く」など、実践的に学ぶ
ことができるワーク形式となっていますので、自宅学習として活用する場合は、あらかじめ生徒
に注意事項や活用の仕方（例：「答えは最後のページに掲載されている」、「二次元（QR）コード
をタブレット端末などで読み込むと参考となる情報を確認できる」など）を説明してください。

自宅学習教材

　長期休業中の課題として活用される場合は、あらかじめ生徒に注意事項や活用の仕方（例：「エ
シカル消費の取組例を長期休業明けの授業で発表してもらう」、「悪質商法の対応方法について、
長期休業明けの授業でロールプレイングをしてもらう」など）を説明してください。
　また、必要に応じて、教材を参考に実践（例：「エシカル消費を実践する」、「国や県が発信する
情報を確認する」など）をして、身に付けた知識を日常生活でも活用するよう説明してください。

長期休業中の課題

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

▼講師派遣の手順▼ ▼お申し込みにあたっての留意点▼

①県民生活課へ問合せ、日程等調整 申込時期 原則、講座実施日の50日前まで

実施時期 随時 講師費用 無料

申込方法 まずは電話でお問い合わせください。

そ の 他 申込者の負担により開催場所は
確保してください

②県民生活課へ講師派遣申込書の提出

③学校へ派遣決定通知の送付

④詳細について直接講師と打ち合わせ

⑤講師派遣（講座等の開催）

※講師派遣の手順については、愛知県金融広報委員会
　と連携して進めています。

※申込書を愛知県のWEBページからダウン
　ロードの上、メールでもお申し込みいただ
　けます。
　メール：kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/
consumer-education-materials-for-school.html）

⑥県民生活課へ実施報告書の提出

問合せ先：愛知県県民生活課 （℡ 052-954-6603）

愛知県 WEB

【活用場面例】・家庭科や社会科、総合的な学習の時間の授業
・学校公開日の講演会　・PTA 研修会や保護者会

○買い物の経験を発表する
＜発表例＞
・コンビニでプリペイドカードを使って
お菓子を買った
○商品とサービスの違いを考える

○消費者クイズをする

授業展開例①  「契約と適切な支払い方法を理解しよう」

契約と未成年者取消権を理解するほか、各支払い方法の特徴やメリット・デメリットを整理
することで、自分にとって適切な支払い方法を選択できる。題材の目標

５０分（家庭科などで実施）指導案

○自分たちがお金と交換して様々な商品や
サービスを手に入れていることに気付か
せる

○商品とサービスの違いを生徒の生活にある
事例を示して説明する

○消費者クイズにより、これからの学習の
見通しをもたせる

○売買契約の成立時期を発表する
＜発表例＞
・商品をレジに置いたとき
○Ａさんがサプリメント商品に関する契約
を取り消せるか否かについて、理由を
書いて発表する

＜発表例＞
・１８歳とうそをついているから取り消しできない
・中学生だから取り消しできる
○未成年者取消権について理解する

〇売買契約の成立時期を理解させる

〇契約が取り消せるか否かについて、数名の
生徒を指名して発表させる

○成年年齢が18歳に引き下げられたことと、
成年に達すると未成年者取消権が適用され
なくなることを補足する

○４種類の支払い方法の特徴と方法を
理解し、それぞれのメリットとデメ
リットをまとめる

○クレジットカードの仕組みについて理
解し、教材Ｐ２で学んだ二者間契約と
の違いを発表する

＜発表例＞
・クレジットカード会社や銀行が間にいる
ため、三者間契約となっている
○クレジットカードのメリットとデメ
リットを振り返り、使い方の注意点を
考えて発表する

＜発表例＞
・支払いは便利であるが、使いすぎに注意
する必要がある
○スマホ決済について理解する

○各自で整理した後に、周囲の生徒とグルー
プになって、メリットとデメリットを紹介
させても良い

○教材のＰ２右上のイラストとＰ３右下の
イラストを並べて掲示し、比べながら特徴
をつかませる

○クレジットカードは、月毎にまとめて支払
うので、それまではカード会社に借金して
いることに気付かせる

○18 歳になるとクレジットカードを作ること
ができることを、教材Ｐ２下段で確認する

○スマホ決済のメリットとデメリットを考え
させても良い

○今の自分にとっては、どの支払い方法
が適切か、18 歳になったときは、どの
ような支払い方法を選びたいかを考え
て、選んだ方法とその理由を発表する

＜発表例＞
・今は現金での支払いが安全だと思うが、
購入した分のポイントが使えるので、
18 歳になったらクレジットカードで
買い物をしたい

○支払い方法を選ばせるだけでなく、なぜそ
の支払い方法にするのか理由を発表させる
ことで、支払い方法の特徴が分かったかを
確認する

○どの支払い方法にもメリットとデメリット
があることを確認させる

※ 時間に余裕があれば、買い物をするときに人や社
会、地域、環境に配慮した商品を調べると良いと
伝える

学習過程
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展　　開

ま と め

学習内容 指導上の留意点 教材ページ
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 さらにかしこい消費者になるには?

P2
P3

P5
P6

P7

〈答え〉
考えてみましょう ： 契約の取り消しは原則“できない”（理由 ： 成人であると、積極的にうそをついているため）
いろいろな支払い方法 ： プリペイドカード（メリット①③　デメリット⑧）　現金（メリット④　デメリット⑥）
　　　　　　　　 　デビットカード （メリット①③　デメリット⑦）　クレジットカード（メリット①②　デメリット⑤⑨）
悪質商法の対応方法を考えてみましょう ： 行きません。アンケートも書きません。
ワンクリック請求の対応方法を考えてみましょう ： 連絡先に電話すると、電話番号を知られてしまいます。また、名前や住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等を聞き出されることもあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すぐに家族や周りの大人に相談し、何もしないでおきましょう。
インターネットの使い方を考えてみましょう ： ア　保護者　イ　個人情報　ウ　フィルタリング　

消費生活に関するご相談は

消費者ホットライン「☎188（いやや！）」に
連絡してください。
※あなたのまちの消費生活センター（または、消費生活相談窓口）や
　愛知県消費生活総合センターにつながります。

愛知県消費生活総合センター　TEL（052）-962-0999 　
〒460-0001　名古屋市中区三の丸二丁目3番2号（愛知県自治センター1階）

平日　9:00～16:30　
土日　9:00～16:00 ※祝日、年末年始は休みです。　 愛知県消費生活

総合センターWEB

 あいち暮らしWEBについて
　愛知県の消費生活情報サイト“あいち暮らしWEB”では、消費者としての知識を「アニメ」や
「かるたゲーム」で学ぶことや、自分が消費者トラブルに巻き込まれやすいかを心理
チェックで確認することができます。ぜひ、利用してみてください !

受　付　時　間

発行：愛知県県民文化局県民生活部県民生活課（2024年6月）
　　 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
　　 Tel：052-954-6603（ダイヤルイン）

監修：椙山女学園大学教授　東 珠実
制作：愛知県小・中学校向け消費者教育検討会
協力：愛知県金融広報委員会、公益財団法人消費者教育支援センター

身近な
消費生活相談窓口に

つながるよ！

消費生活相談

こ

かくにん
あいち暮らしＷＥＢ
消費生活学習ページ

消費者庁WEB

れん らくせいきゅう
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 さらにかしこい消費者になるには?

　私たちは、普段の生活の中で、お店やインターネットで買い物をしたり、
いろいろなサービスを受けたりしています。
　このように、商品やサービスを購入し、利用する人のことを「消費者」と
言います。中学生も消費者の一人として社会に参加しています。

コンビニでジュースと
パンを買いました。
これって契約ですか?

YES ／ NO

私たちも消費者

① 契約って？ 

→ ２ページへ

インターネット通販で、
ずっと欲しかった洋服が
格安で売られているのを見つけました。
すぐに購入してもいいですか?

YES ／ NO
→ 6、7ページへ

買い物中に友達から
「あなたのプリペイドカードを
貸して」と言われました。
貸してもいいですか?

YES ／ NO
→ ３ページへ

右の商品についているマークは、
「森の動物や植物に配慮された
森林から作られたものである
ことを証明するマーク」ですか？

YES ／ NO
→ 4ページへ

街を歩いていたら、
「モデルにならない?」と
声をかけられて、スタジオ見学に
誘われました。
ついて行っていいですか?

YES ／ NO
→ 5ページへ

①契約って？ 

⑤インターネット通販って？

②カードって？

③エシカル消費って？ ④悪質商法って？

※事前に必要な
　金額をチャージ
　(入金)して使う
　カード

※

氏名　　　　　　

中学校　　 年　　　組　　　番　   　　

消費者クイズにチャレンジしてみましょう

さそ

はい

ほ

りょ

あいピョン

一緒にかんガエルよ！
ふりカエルよ！

けいやく

つうはん

いっ しょ

かしこい消費者のススメかしこい消費者のススメ
中学生向け

こうにゅう

ふ だん

chocolate

～みんなで考えよう暮らしとお金～

50%
OFF

1 
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【授業の進め方とポイント】

①　“あいち暮らしＷＥＢ”では、消費者としての
知識を「アニメ」や「かるたゲーム」で学ぶことや、
自分が消費者トラブルに巻き込まれやすいかを
心理チェックで確認することができるので、教材
で学んだ内容の振り返りとして、調べ学習や自宅
などで利用するよう伝える。

②　消費生活に関する問題を抱えたら、一人で悩まずに、
すぐに家族や学校の先生など周りの大人に相談する
よう、改めて伝える。

③　困った場合は、県や市町村に設置されている消費
生活センター（または消費生活相談窓口）につながる
消費者ホットライン「☎188（いやや！）」に連絡する
よう伝える。

主なコンテンツ

【ねらい】

・「あいち暮らしWEB」の消費者教育コンテンツを活用し、教材で学んだ内容を振り返ることができる。

・消費生活に関する相談先を把握し、困った際には大人に相談することが重要であることが分かる。

かしこい消費者市民になろう
・「消費者とは誰のことか」、「自
分たちが生きていく上で必要
なお金はどのくらいか」、「あ
なたは契約をしたことがある
か」などの設問に○× 形式
で回答し、消費者に関する知
識をアニメ形式で学ぶことが
できる。

あなたのダマサレやすさを診断します！
・「人に気を遣いすぎてグッタ
リしてしまうことがよくあ
る」、「どれにしよう･･･とな
かなか決められず迷ってしま
うことが多い」などの設問に
○× 形式で回答すると、タ
イプ別に分類された自身のダ
マサレ度（トラブルに巻き込
まれやすいか）が分かる。

消費者トラブルかるた
・消費生活に関連する“かるた”
が読み上げられるので、該当
する“かるた”をクリックし
て取る。
・ピッピ（あいち暮らし WEB
キャラクター）と、どちらが
多く“かるた”を取ることが
できるかの対戦形式で、消費
生活に関する内容を“かるた”
で遊んで学ぶことができる。

あいち暮らしWEB
キャラクター
ピッピ

 あいち暮らしWEBについて
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・商品やサービスを購入し、利用する人は「消費者」であるということに気付き、中学生も消費者の一人

として社会に参加していることが分かる。

・「消費者クイズ」に取り組むことで、これからの学習を見通すことができる。

教材の解説

【ねらい】

【授業の進め方とポイント】

①　消費者とは、「お金を払って商品やサービ
スを購入し、利用して生活している人」の
ことを指しており、中学生も消費者の一人と
して社会に参加していることを説明する。

②　商品とサービスの違いについて、生徒は、
商品の購入例はイメージしやすいが、サー
ビスの購入例はイメージしにくい。
　　サービスの購入例として、「電車やバスの
乗車」を挙げ、サービスの購入についても
気付かせる。

③　サービスの購入例を発問し、生徒に発表
させる。
  ＜発表例＞
  ・「レストランで食事をする。」
  ・「床屋や美容院で髪を切る。」
  ・「塾で勉強を教えてもらう。」

※　「商品」と「サービス」の違いについては、
消費者としての基礎的な知識であるため、
中学校でしっかりと指導しておきたい。

④　消費者クイズについて、①から順に読み上げて、「YES/NO」のうち、該当する答えを○で囲ませる。

⑤　各設問で「YES/NO」を選んだ理由や関連する内容を発問し、生徒に発表させる。

　 「①契約って？」では、最近どのような契約をしたことがあるかを発表させる。
　 「②カードって？」では、具体的にどのようなプリペイドカードがあると思うかを発表させる。
　 「③エシカル消費って？」では、どのような消費であると思うかを発表させる。
　 「④悪質商法って？」では、具体的にどのような悪質商法があると思うかを発表させる。
　 「⑤インターネット通販って？」では、インターネットで買ったことがあるものを発表させる。

※　生徒の発言については、最小限とし、10分程度で実施できると良い。

⑥ 消費者クイズの答えは教材P2-6 の各ページ右上に掲載されているので、答えを確認させる。

私たちも消費者

消費者クイズにチャレンジしてみましょう



①の答え

買い物は売買契約です。

年　 月　 日　

私が18歳になるのは、
 18歳（成年）になったらできること
●保護者の同意がなくても契約できる ●飲酒・喫煙をする

●公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇)の
　投票券(馬券など)を買う

・スマートフォンの契約をする
・ローンを組んで自動車を購入する
・クレジットカードを作る
（作成には審査があり
 ます）　　　　など

　2022年4月から、民法の改正により成年年齢（成人になる年齢）が、20歳から18歳に引き下げら
れました。
　成年に達すると、保護者の同意がなくても自分の意思で様々な契約ができるようになりますが、
「未成年者取消権」が適用されなくなります。契約は慎重に行いましょう。

 20歳にならないとできないこと

        など

契約ってどんなこと？
契約とは

成年年齢が18歳に!
れい

　契約とは、法律上の権利と義務が生じる約束の
ことです。 
　買う人（消費者）は買う意思を表し、売る人（事
業者)は売る意思を表します。お互いの意思が合っ
たとき（合意）に、売買契約が成立します。契約成
立後は、法律上の責任が伴うため、消費者の一方
的な都合で、商品を返品する（契約を取り消す）こ
とは、原則としてできません。

たが

しんちょう

契約の取り消しは、(  できる  ・ できない  ) 
理由は、

  中学生のAさんは契約の取り消しができますか。
「できる」「できない」のどちらかを選んで○で囲み、理由を書きましょう。

記入してみましょう

考えてみましょう

買う人（消費者） 売る人（事業者）

契約
成立この本を

ください。
ありがとう
ございます。
500円です。

申し出 承　諾

●成人であると、積極的にうそをついて契約した場合
●保護者の同意を得ていると、うそをついて契約し
　た場合
●小遣いの範囲内で契約した場合       など

こ づか

取り消しができない未成年者の契約とは
　未成年者が保護者の同意なく行った契約は
「未成年者取消権」を使って取り消すことができ
ます。ただし、契約を取り消すことができない
場合もありますので、注意しましょう。

お金

商品

お金を支払う義務
しはら

わた

お金を受け取る権利

商品を受け取る権利 商品を渡す義務

け い や く

こうにゅう

しん さ

きつ　えん

きょうてい

（答えは8ページにあります）

しょう     だくしょう     だく

YES

2 

18歳です！
そのサプリメント商品は以前から
興味があったので、購入します。

さい
こうにゅう

すみません！
SNSで人気のサプリメント商品が
1箱10,000円で購入できるんだけ
ど、興味あるかな？

ちなみに大人っぽい雰囲気
だけど、何歳かな？

ふんい き

契約ってどんなこと？
け い や く

　買い物をしたり、インターネットを使ったりしているときに、少しでも「おかしいな」「怖いな」
と思ったら、一人で悩まずに、すぐに家族や学校の先生など周りの大人に相談しよう。

もしも困ったことがあったら・・・

＜インターネット通販での定期購入＞

＜SNSを介した消費者トラブル＞

●消費生活センターでは、相談を受けつけているよ !
　消費生活センターでは、専門の相談員が相談に乗ってくれます（無料・秘密厳守）。

●まずは周りの大人に相談しよう!

　インターネット通販で、「お試し価格
で1回限りのつもりで注文したが、実は
定期購入だった」というトラブルがあり
ます。
　契約の詳細な内容や返品のルールを
よく確認してから、注文するようにしま
しょう。

　SNS上でやりとりしている相手は本
当に信頼できるかどうか分かりません。
お金を支払ったとたん相手と連絡が取
れなくなることもあります。
　SNS上の書き込み内容が本当とは限
らないので、情報をうのみにしないよう
にしましょう。

自分が住んでいるまちの消費生活センター（または、消費生活相談窓口）を調べて書きましょう。　　　　　　　　

名　　称 ：

電話番号 ：

❷

❶ ❷
メールで
相談相手に
なると、お金が
もらえるんだ～

会員登録に
3,000円が
必要なのね！

XXXXXX

00：00

インターネットの使い方を考えてみましょう
インターネットの適切な使い方として、次の文章のア～ウにあてはまる言葉を、文章下の　　　から
選んで書きましょう。　　　

保護者　　　　個人情報　　　　フィルタリング　　　　

• インターネット通販やダウンロードサイトを利用したいときは、【 ア             　 　　 】に相談する。

• 不用意に【 イ             　　　  】やうそを書き込まない。

• 携帯電話やスマートフォンの【 ウ              　 　　 】サービスを活用する。

（答えは8ページにあります）

1回のつもり
だったのに
毎月送ってくる

かくにん

しょうさい

こ

るんる
ん

どう
して？
どう
して？

・・・・・・・・・

お金を払ったのに
連絡が取れなく
なっちゃった・・・

れんらく

かい

こうにゅうつうはん

こわ

なや

けい たい

連絡ありがとうござ
います
1回の相談につき、
5,000円をお渡し
しています。

では、会員登録が
必要ですので
3,000円をこの
口座に振り込んで
ください。

ぜひやりたいです
振り込みました

わかりました

この後、どうし
たら良いです
か。

困ったら
すぐに

相談しよう。

愛知県WEB

❶
ため

前から試して
みたかったのが
半額で買える！
購入しよう。

ラッキ
ー

ラッキ
ー

SALE

脱毛
クリーム

今だけ初回
50％OFF

SALE
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【ねらい】

・買い物は、「売買契約」という法律上の責任が伴う約束であることが分かる。

・契約成立後は、買った人の理由だけでは契約の取り消しができないことがあることが分かり、その理由を説明できる。

【授業の進め方とポイント】

①　教材P2右上の「契約成立に関するイラスト」
を掲示（投影）して、「売買契約」の成立はい
つだと思うかと発問し、生徒に発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「商品をレジに置いたとき。」
  ・「代金を支払うとき。」
  ※答えは、「買う人（消費者）が商品（本）をレジに持って
　いき、売る人（事業者）がそれを承諾したとき。」

②　契約は法的な責任が生じる約束であり、
お互いに権利と義務が生じることを確認する。
  ※権利とは、一定の利益を自分のために主張し、これを享
　受することができる法律上の能力。義務とは、法令によっ
　て課せられる拘束。権利に対応するもの。( 大辞林より )

③　生徒の買い物で身近な例として、飲み物な
どを挙げ、契約成立後は、消費者の一方的な都
合で返品できないことを説明する。生徒から「返
品できたことがある」という発言があったら、
それは店側の好意であると補足する。

④　Ａさんが契約の取り消しが「できる」、「で
きない」か、どちらかを○で囲むよう伝える。

⑤　正解は、「契約の取り消しは原則できない」
と伝えた上で、それはなぜかを発問し、生徒に
発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「できる。間違って契約したから。中学生だから。」
  ・「できない。嘘をついたから。契約は成立している。」
  ・「自分の都合だから、取り消しはできない。」

⑥　「未成年者取消権」を説明し、取り消しが
できない未成年者の契約事例を紹介する。

⑦　成年年齢の引下げにより、18 歳からは未成年で
あることを理由に、自分の意思で行った契約を取り
消すことができないことを説明する。

⑧　18歳でできることと、20歳でできることを説明する。
  ※クレジットカードの作成については、収入状況などの審査
　により、作成できないこともあると説明する。

⑨　18歳になる時期を記入させる。

成人であると、積極的にうそを
ついているため

契約とは

　・法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を
　　その目的の範囲内で使う場合（下宿代、学費等）

　※「未成年者取消権」は、18 歳になると適用されな
　　くなることを伝える。

その他、取り消しができない事例について補足

成年年齢が18歳に!

【授業の進め方とポイント】

　中学生が契約当事者であった相談件数は、ここ数年で見ると減少しています。商品・サービス別でみると、
「未成年者が家族のクレジットカード情報を利用し、オンラインゲームで高額な課金をしてしまった。」などの、
インターネットゲーム（オンラインゲーム）に関する相談が最も多く寄せられています。

愛知県及び市町村の消費生活センターに寄せられた消費生活相談の状況（2025年4月1日現在）について参考

⑩　「自分の住んでいるまちの消費生活センター（または消
費生活相談窓口）」を調べて、名称と電話番号を書かせる。

⑪　何か困ったことがあれば、家族などの周りの大人や
消費生活センターに相談するよう説明する。

【授業の進め方とポイント】

⑥　インターネット通販での購入経験の有無を
発問し、生徒に発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「オンラインショップで中古のゲームを購入し
　た。安く買えてうれしかった。」
  ・「お気に入りのブランドのセールで、Ｔシャツ
　を家族と相談して購入した。」
  ・「届いた商品が壊れていたと友達から聞いた。」

⑦　ＳＮＳ関連のトラブルの経験の有無を発問
し、生徒に発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「ＳＮＳで知り合った人とやりとりしている。」
  ・「ＳＮＳで仲良くなって会おうと言われたが
　断った。」

⑧　インターネットの適切な使い方について、文
章に当てはまる言葉を書かせ、他にはどのよう
なことに気をつけたら良いかを発問し、生徒に
発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「インターネットを使う際のルールを家族と話す。」

⑨　フィルタリングサービス※の活用を促す。
　※有害サイトを一定の基準で判別し、「アダルト
　　サイト」「出会い系サイト」「暴力的な表現の
　　あるサイト」などの閲覧を制限するサービス

もしも困ったことがあったら・・・

保護者
個人情報

フィルタリング

　ＳＮＳをきっかけとした消費者トラブルに関する相談
も多く寄せられています。
　ＳＮＳは便利なコミュニケーションツールである一方、
利用者の興味・関心を利用し、金銭目的で近づいて知り合
いになろうとする人がいたりと、トラブルに巻き込まれる
リスクがあることを指導しておきましょう。

参考 ＳＮＳに起因する被害児童のフィルタリング状況について

被害に遭った児童のうち、89.9％がフィルタリング
を利用していませんでした。（R6）

出典：警察庁「令和 6年における少年非行及び子供の性被害の状況」
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中学生
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②の答え

　技術の進歩によって、現金で即時に支払う以外にも、様々な支払い方法が広がってきました。その中でも、
カードで代金を支払う方法は、手間がかからず便利ですが、特徴を理解しておくことが大切です。
　それぞれの支払い方法のメリット・デメリットをまとめてみましょう。

プリペイドカードはお金と同じよ
うに使うことができるので、友達
でも貸し借りはやめましょう。

そく じ

現金以外の支払い方法って？

下の【選択肢】の①～⑨の番号から選んで、枠内に書きましょう（同じ番号を何回でも使えます）。

いろいろな支払い方法

現　金プリペイドカード デビットカード クレジットカード

① 現金を持たずに買い物ができる
② 分割払いなど自分に合った支払い方法を選べる
③ 入金している金額以上の買い物はできないので、使い過ぎを
　 防止できる
④ 残っている金額が分かり、使い過ぎを防止できる　

【選択肢】

◆スマートフォン決済（スマホ決済）について

デ
メ
リ
ッ
ト

メ
リ
ッ
ト

　割引やキャッシュバックが受けられる
スマホ決済サービスが増加しています。
スマホ決済を利用するには十分な知識
が必要です。利用規約などをしっかり読ん
で、仕組みを理解してから利用しましょう。

◆クレジットカードの仕組みについて

　クレジット(credit )とは、「信用」という意味です。
　クレジット契約は、クレジットカード会社が利用者(消費者)を
信用して代金を立て替え、お店等に支払い、利用者が後で代金
をクレジットカード会社に支払う（支払期日までに、お金を用
意しておく）仕組みです。つまり、クレジットカードを使うとい
うことは、クレジットカード会社に借金をしているということ
です。

⑤ 使い過ぎてしまい、返済ができなくなる可能性がある
⑥ 持っている現金以上の買い物はできない
⑦ 口座にある金額以上の買い物はできない
⑧ カードの残高が分かりにくい
⑨ 支払方法によっては手数料がかかる

タッチ決済 QRコード・バーコード決済

か

ぶんかつ

わた

けいやく

メリット

方法

払い方

種類

デメリット

前払い 後払い即時払い

商品やサービスを受け取
る前にあらかじめ支払う　　　　

商品やサービスと引き換
えにその場で支払う

商品やサービスの引き換
えと同時に口座から引き
落とされる

商品やサービスを先に受
け取り、期日が来たら代
金を支払う

QRコード
読み取り

Pa
y
残金

¥3
00

Pi
OK

お支払額

¥500

は らし

えきしょうてん ぽ

せんたく し わく

か

スマホで店舗の液晶画面などに表示されたQRコードを
読み取ったり、店舗のバーコードリーダーで、スマホに
表示されたバーコードを読み取ったりする

スマホを読み取り機(リーダー)に
かざす

Pi Pi

（答えは8ページにあります）

NO

SHOP

クレジット

加盟店契約

三者間契約

立替払契約売買契約

代金立替払い

売上票送付

カード
発行

商品
引き渡し

カード提示 代金後払い

クレジットカード会社お店

とくちょう

3  
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

!

現金以外の支払い方法って？

インターネットの利用と消費者トラブル

⑤の答え

　スマートフォン（スマホ）やタブレット端末などの普及によってインター
ネットを利用する機会が増えました。インターネットはとても便利ですが、
トラブルに巻き込まれるケースが増加しています。
＜オンラインゲームでの高額請求＞

＜ワンクリック請求＞

購入する前に必ず利用規約などを
よく読みましょう。また、代金を支払
っても商品が届かないトラブルや、
実在のサイトを装った偽サイトもあ
ります。事業者名や住所、電話番号
なども確認しましょう。

中学生に多い消費者トラブルって?

ワンクリック請求の対応方法を考えてみましょう

この後、BさんとCさんは、どうしたらよいと思いますか?
①～④の番号から選び、○で囲み、その理由を書きましょう。

① 連絡先に電話をする    
② 家族や周りの大人に相談する
③ 何もしない
④ その他 

〈選んだ理由〉 

　クレジットカードを不正に利用するこ
とは、未成年者であっても責任を問われ
る可能性があります。
　オンラインゲームを始めるときは、保
護者に相談して、内容や料金を確認し、
遊ぶ時間や金額など、あらかじめルー
ルを決めておきましょう。

　事業者は、あなたの個人情報を取得
したかのように装い、「期日内に支払わ
ないと身元調査を行う」、「裁判を起こす」
などと連絡してきます。
　お金を振り込んだり、事業者に連絡し
たりせず、すぐに保護者や消費生活セ
ンターに相談しましょう。

BさんとCさんは、インターネットでアダルト情報サイトの動画が無料となっていたので、興味本位で
アクセスしてみました。
あれ？「入会手続き完了しました。」
「ご利用料金24,000円を3日以内に振り込んでください。」だって！
だから、やめとけって言ったのに。どうするんだよ。
一緒に見ようって、言ったじゃないか。
退会手続きをしておけば大丈夫さ。
よし、とりあえず、退会手続きしよう。あれ、請求画面が消えないぞ。どうしたらいいんだ！
連絡先が書いてあるから、電話してみようか。

B

C
B

B
C

C

❶ ❷

❶ ❷

（答えは8ページにあります）

NO

請求書
ゲームの
アイテム
欲しいな

こんなに
使った覚え
ないぞ！

そうだ！
親の
クレジットカード
使っちゃおう！

ほ

ふ れんらく

ドキ
ッ！

なんで？

クリッ
ク！

  えっ？
20万円

？  えっ？
20万円

？

アイドル
動画
視聴無料
しちょう

登録
登録料¥30,000

登録ありがとう
ございました！

連絡先：☎0000-00-0000

〇〇くんの動画が無料！
ラッキー♪

無料って書いて
あったのに！

ピコー
ン！

ピコー
ン！

こうにゅう

かくにん

よそお にせ

たん

こ

せいきゅう

まつ ふきゅう

いっしょ　

愛知県の
中学生に多い
消費者トラブル
なんだって！！
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中学生に多い消費者トラブルって?
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【授業の進め方とポイント】
①　現金以外の支払い方法について、知っている、
または見たことがあるかを発問し、生徒に発表
させる。
 ＜発表例＞
  ・「コンビニでプリペイドカードを使ったことがある。」
  ・「電車に乗るときにプリペイドカードを使った。」
  ・「家族がスーパーマーケットで買った商品の代金を
　クレジットカードで支払っていた。」

②　各支払い方法を解説する。

③　４種類の支払い方法のメリットとデメリット
を選択肢から選んで番号を書かせる。

④　選択肢以外で考えられるメリットやデメリッ
トがあるかを発問し、生徒に発表させる。
 ＜発表例＞
  ・プリペイドカード
　メリット　　「おつりをもらう必要がない。」
　デメリット　「利用できない店舗がある。」
  ・現金
　メリット　　「すべての店舗で利用できる。」
　デメリット　「ポイントがつかない。」
  ・デビットカード
　メリット　　「チャージしておく必要がない。」
　デメリット　「分割・リボ払いによる後払いができない。」
  ・クレジットカード
　メリット　　「ポイントやキャッシュバックなどがある。」
　デメリット　「利用できない店舗がある。」

・４種類の支払い方法の特徴を理解し、それぞれの支払い方法のメリットとデメリットを整理できる。

・クレジットカードの仕組みやスマートフォン決済について理解し、自分にとって適切な支払い方法を選択できる。

【ねらい】

⑤　教材P２右上の契約成立のイラストは二者間契約で、
P３右下のクレジットカードの仕組みのイラストは
三者間契約であることを伝え、２つのイラストを比較
して気付いた点を発問し、生徒に発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「お金での買い物は二者だが、クレジットでの買い物は
　クレジットカード会社や銀行が間にいるため三者だ。」

⑥　スマートフォンを使用した決済方法（スマホ決済）に
ついて説明する。
　　前払い、即時払い、携帯電話料金と一緒に請求される
後払い、クレジットカードを利用した後払いなど、様々な
支払い方法があり、利用する際は、十分な知識が必要で、
利用規約を確認する必要があることを説明する。

いろいろな支払い方法

カード等による支払い方法について参考

・プリペイドカードは、事前にお金を入金（チャージ）して、
代金を支払う、「前払い式」の決済手段。
・プリペイド型電子マネーは、スマートフォンを利用したも
のもあり、事前にスマートフォンに入金して使用すること
ができるため、生徒たちにも身近になっている。
※銀行口座やクレジットカードとの連携が可能なので、注意
が必要。

・デビットカードは、クレジットカードと同様に店頭での支払
いに使用できるが、お店で商品の代金を支払った時点で、銀行
口座からお金が引き落とされる、「即時払い式」の決済手段。
・銀行口座の残高以内でなければ、購入できない。
・クレジットカードとは違い、高校生(15歳)以上であれば、所定
の条件を満たすことで、カードを作ることができる（発行には
審査あり）。

・商品やサービスを購入した代金をクレジットカード会社に
立替払いしてもらい、後日そのクレジット会社に代金を支
払う、「後払い式」の決済手段。
・18 歳以上であれば、所定の条件を満たすことで、カードを
作ることができる（発行には審査あり）。
・支払い方法は、「一括払い」と、「分割払い」や「リボルビング
払い（リボ払い）※」などがある。
※支払った件数や金額に関わらず、毎月の支払い額が一定
で、元金に加えて手数料や利息がかかる。

プリペイド
カード、
プリペイド型
電子マネー

前払い

即時払い

後払い

デビット
カード

クレジット
カード

解説種類方法
① ③ ④ ① ③ ① ②

⑧ ⑥ ⑦ ⑤ ⑨

・オンラインゲームやインターネット通販など、インターネットを利用するときには、様々な消費者トラブル

に遭う可能性があることが分かり、注意して安全に利用できる。

・困ったことがあったら家族や消費生活センターに相談することができる。

【ねらい】

【授業の進め方とポイント】

①　教材P6-7の事例は、愛知県の中学生に多い
消費者トラブルであることを伝えた上で、解説
書P10の　　 のグラフを掲示（投影）して、これ
らのトラブルは身近にあるので、気を付ける
必要があることを説明する。

②　ゲーム機やスマートフォン（スマホ）などで、
オンラインゲームを利用したことがあるか、オン
ラインゲームでの高額請求に遭わないために
どうしたら良いかを発問し、生徒に発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「無料のオンラインゲームでも、アイテムを手に入れ
　るためにお金が必要となるのであれば我慢する。」
  ・「家族のスマホはクレジットカードで支払える
　ようになっているので、勝手に使わない。」

③　ワンクリック請求について、被害に遭った
経験があるか、または周りの人で被害に遭った
話を聞いたことがあるかを発問し、生徒に発表
させる。

④　また、ワンクリック請求に遭わないために
どうしたら良いかを発問し、生徒に発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「ＳＮＳで出てくる広告をむやみにクリックしない。」
  ・「クリックしてしまったら、急いで家族に相談する。」
  ・「連絡すると個人情報が漏れるので、無視する。」

⑤　ＢさんとＣさんのやり取りを各自で読むように指示
する（ロールプレイングのように役割を決めてグルー
プ内や全体で演技させても良い）。
　　この後ＢさんとＣさんは、どうしたら良いか①～④
の番号から選んで○で囲み、選んだ理由を空欄に書か
せる。その後、書いた内容を発問し、発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「個人情報が漏れるので電話はしない。」
  ・「家族に叱られると思うけど、相談する方が解決し
　易いかもしれない。」

インターネットの利用と消費者トラブル

参考

補足 オンラインゲームの課金トラブルについて

　「子どもが親のクレジットカードを無断で使用して、
高額なオンラインゲームの有料アイテムを購入して
いた」という相談が愛知県内の消費生活センターに
多く寄せられている。無料のオンラインゲームでも、
必要なアイテムが有料となっている場合があるので
注意が必要。

補足 ワンクリック詐欺のトラブルについて

　「サイトの画像、迷惑メールに添付されていたＵＲＬ
をクリックしたところ、見知らぬ有料サイトの会員
登録完了画面が表示されて、料金を請求された」という
相談が愛知県内の消費生活センターに多く寄せられて
いる。



エシカル消費とは

③の答え

　エシカル( ethical）とは「倫理的な」という意味で、人や社会、地域、環境に配慮した商品やサービスを
選んで消費することを「エシカル消費」といいます。エシカル消費は持続可能な開発目標（SDGs）
の17の目標のうち「12 つくる責任 つかう責任」などのゴール達成に貢献する取組です。
　愛知県では、「私が変わる 未来を変える」を合言葉に「エシカル消費」に取り組んでいます。

エシカル消費って何?
クイズのマークは、「国際フェアートレード認
証ラベル」と言い、持続可能な生産と公正な
貿易により、貧困のない持続可能な社会の
実現を目指して生産されたものに
つけられます。問題文はFSC®認証
マークを説明したものです。

環境に
配慮した消費

地域に
配慮した消費

人・社会に
配慮した消費

どんなエシカル消費の取組があるのか、まとめてみましょう（  　　　　　　　　　 ）。
また、あなたがこれから取り組みたいことを書いてみましょう。

取組内容マーク（説明） あなたがこれから取り組みたいこと

上の具体例を参考にしましょう

NO

エシカル消費の具体例

環 境

人・社会

地 域

りん り てき かんきょう はい りょ

!

エシカル消費の具体例

リサイクル製品・エコ商品を選ぶ

必要な量だけ買う
　食品ロスを減らす認証ラベル・マークのある

商品を選ぶ
　持続可能な森林資源や水産物の
　普及につながる

地域で生産された農林水産物を
地域で消費する（地産地消）
　地域を元気にする、環境負荷を減らす

マイバッグを持参する
　プラスチックごみを減らす

障害のある人が事業所等で
作った製品を選ぶ
　障害がある人の自立を支援する

フェアトレード商品を選ぶ
発展途上国の生産者・労働者の
生活をよくして自立を支援する

エシカル あいち
エシカル消費ポータルサイト検索

《参 考》
エシカル消費を広めるための
愛知県独自のロゴマーク

〔 認証ラベル・マークは一例です。 〕

　環境負荷を減らす、資源を保護する

エコマーク グリーンマーク

FSC○認証
マーク

R MSC
「海のエコラベル」

国際フェアトレード
認証ラベル

環 境

人・社会地  域
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にん

しょう

ひん　　　　　

ふ　　　　　きゅう

し　　　えん　　　　　　　　　　　　　　　

こん　　　　　

悪質商法とは

クーリング・オフ制度について

④の答え

　世の中には、私たち消費者を言葉たくみに誘ったり、うその説明をしたりして高額な商品やサービスを
売りつける事業者もいます。このような方法でものを売りつけることは「悪質商法」といわれています。

　特定の取引(訪問販売、マルチ商法など )で一定の条件を満たせば、商品の購入やサービスの契約をやめることが
できます。契約をやめたい場合、書面(ハガキなど)または電磁的記録（電子メールなど）により期間内に通知します。

悪質商法の対応方法を考えてみましょう

悪質商法って?
見学後にマネジメント契約を勧めたり、
高額なエステや養成スクールなどに
通わせる事業者もいます。見知らぬ
人に、ついて行ってはいけません。

悪質商法の例
キャッチセールス アポイントメントセールス デート商法

マルチ商法 ネガティブオプション サクラサイト商法

販売の意図を隠して接近し、店舗や営業
所に招き入れ、突然勧誘を開始する

誰でも簡単に高収入が得られるなどと勧
誘し、次の販売員を勧誘させ、ピラミッド
型に組織を拡大させる

勝手に商品を送りつけ、代金を一方的に
請求したり、代金引換郵便にしたりして
支払わせる

芸能人やマネージャーなどになりすまし
(サクラ)、メール交換などの有料サービ
スを利用させる

メールや電話、郵便などで約束を取りつ
けて店舗や営業所などに招き入れ、高額
商品を売りつける

恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、
アクセサリー等の高額な商品を買わせる

知らない人には
ついて行かない

むやみに約束
しない

あやしいと思ったら、
すぐに契約しない

簡単にもうかる話は
ないので信じない

知らないメールや
サイトにアクセス
しない

事業者から金銭の
支払いを請求されて
も応じない

街を歩いていたら、女性から声をかけられました。必要ないと思った時に断る一言を考えましょう。
女　性 「こんにちは。ちょっといいかな? 君、スタイルいいね。服のセンスもいいし。
          モデルとかに興味ない?このアンケートに答えてもらえる?」
あなた 「えっ!? いいです。」
女　性 「いい? じゃあ、このアンケートに名前とか書いてね。このあとモデルについて
         くわしく説明したいし、写真も撮らせてもらいたいから、一緒に来てくれる?」
あなた 「                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

・訪問販売(キャッチセールスなどを含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステティック、語学教室、家庭教師、パソコン教室 など)
・訪問購入

8 日 間

・連鎖販売取引（マルチ商法）
・業務提供誘引販売取引（内職商法、モニター商法 など） 20日間

・通信販売（インターネット含む）で商品を購入した場合、自らお店に出かけて商品を購入した場合、クーリング・オフできる
　取引のうち、3,000円未満の商品を現金で購入した場合や化粧品などの消耗品を使用した場合 など

※次の場合はクーリング・オフができません

クーリング・オフができる取引内容 可能な期間

国民生活センター
WEB

（答えは8ページにあります）

NO

契約書

10000

?

さそ

こうにゅう

かんゆう

ぽはん

だれ

かく れんあい こ

こうかん

と いっしょ

ゆういん

しょうもうひん

ひきかえ

クーリング・オフは
「頭を冷やす(cooling-off） 」

という意味なんだって！

5   

すす

けい　　　　　ぞく　　　　　

れん　　　　　さ　　　　　

えき　　　　　む　　　　　

エシカル消費って何? 悪質商法って?

てん

地
産
地
消
で
地
域
に
貢
献
で
き
る
し
、

マ
イ
バ
ッ
グ
で
環
境
に
も
優
し
い

エ
シ
カ
ル
消
費
！

今
日
は
、

楽
し
み
に
し
て

い
た
朝
市

マイバッグ
持って・・・。
準備OK！

いらっしゃい！
今朝採れた
野菜だよ！

地元で採れた野菜、おいしそう！
じゃあ、きゅうりとにんじんください。
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①　悪質商法の事例と主な対応方法を説明する。
また、掲載している６事例は、愛知県で多い事例
であることを説明する。

②　街を歩いていたときに声をかけられたら、
どのように断るかを考えて、空欄に台詞を書
かせる。
※周囲の生徒とグループになって、ロールプレイ
　ングをしながら、断り方を考えさせると良い。

【授業の進め方とポイント】

①　ＳＤＧｓについて触れる。

②　エシカルの意味を伝えた上で、エシカル消
費について説明する。

③　愛知県がエシカル消費に取り組んでいる
ことを紹介した上で、エシカル消費の具体例の
図を見て、知っている、実践したことがある
取組があるかを発問し、生徒に発表させる。
 ＜発表例＞
  ・「買い物に行くときはマイバッグを持って行く。」
  ・「必要ない物は買わないようにしている。」

④　ＱＲコードから「エシカル×あいち」にタブ
レット端末などでアクセスし、具体的な取組を
調べて、周囲の生徒と紹介し合うよう伝える。

　愛知県では、エシカル消費ポータルサイト「エシカル
×あいち」でエシカル消費の具体例や、県、市町村、事業者、
団体などの取組・活動紹介の情報を発信しています。

※必要に応じて、　　  エシカル消費の実践例（４コマ
漫画）を紹介する。
　なお、４コマ漫画は 　　 に示した「エシカル×あいち」
からダウンロードできます。

③　クーリング・オフ制度について説明する。

　国は、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等の消費者トラブル
を生じやすい特定の取引形態を対象に、消費者保護と健全な
市場形成の観点から、「特定商取引法」を活用して取引の適正化
を図っている。
　「特定商取引法」では、事業者の不適正な勧誘・取引を取り締
まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事
ルール」(クーリング・オフ等)を定めていることを解説する。

⑤　エシカル消費の取組をまとめさせた後に、その内容に
ついて発問し、生徒に発表させる。また、実際に生活の中
で実践してみるよう伝える。

＜記述例＞

【授業の進め方とポイント】

環境への配慮編～野菜を丸ごと活用して調理する～

環境・地域への配慮編～マイバッグを持って地元の朝市で朝どれ野菜を買う～

参考 エシカル消費の実践例について

補足「エシカル × あいち」について

そうだ！
フェアトレード
商品なんて
いいかも!?

いつも色々と
ありがとう！

生
産
者
の
生
活
改
善
と
自
立
支
援

に
つ
な
が
る
エ
シ
カ
ル
消
費
！

いつもお世話に
なっている同僚に
何かプレゼント
したいなぁ・・・

この前、開発途上国の
生産者に正当なお金が
支払われなかったり、
子どもたちが働かされて
いるって聞いたけど・・・

わぁ!!ありがとう。
へぇ～、フェアトレード
商品って支援につな
がるんだ！

社会への配慮編～プチギフトとしてフェアトレード商品を買う～

参考 悪質商法の主な対応方法について

○キャッチセールス
　路上などで声を掛けられても、知らない人について行か
ないようにする。いらない物はいらないとはっきり断る。　
　契約書面を受け取った日から、８日以内はクーリング・
オフにより無条件で解約できるため、消費生活センターに
相談する。

○アポイントメントセールス
　知らない人に呼び出されても、行かないようにする。いら
ない物はいらないとはっきり断る。
　契約書面を受け取った日から、８日以内はクーリング・
オフにより無条件で解約できるため、消費生活センターに
相談する。

食
品
ロ
ス
も
減
っ
て
、環
境
に
も

優
し
い
エ
シ
カ
ル
消
費
！

自宅に帰って、
早速料理・・

皮もたくさんあるし、
葉っぱも。
これ、捨てる？

できた!!
大根と豚肉
の煮物！

いやいや、
皮と葉っぱも
食べられるし栄養
もたっぷりだから
使わないと！

できた!!
大根の皮のきんぴらと、
葉っぱを使った
ふりかけとお味噌汁

今日は
大根が安いわ!!

【ねらい】

・エシカル消費とはどのような消費であるかが分かり、具体的にどのような取組があるかを説明できる。

・これからの生活で取り組みたいエシカル消費を考えることができる。

・悪質商法の特徴が分かり、身近な生活でも起こり得るものであると気付くことができる。

・悪質商法に遭わないために、どのようなことに注意したら良いかを説明できる。

【ねらい】

エシカル消費とは

詳細はＰ14を参照してください。

エシカルあいち 検索

参考

補足

マーク（説明）

人・社会に
配慮した取組

・生産者の支援
・障害者施設の
  支援

取組内容 あなたがこれから取り組みたいこと

・フェアトレードラベルがついた商品を見つ
ける（バナナやチョコレート、お茶など）。
・障害者施設が運営するカフェで家族と昼食
をとる。

環境に
配慮した取組

・食品ロスの削減
・服の処分

・必要な分だけを買う。
・リサイクルストアに売る。

地域に
配慮した取組

・地元の食材を
  買う

・市場で地元で採れた食材を買う。

悪質商法とは

○ネガティブオプション
　送られてきた商品は、直ちに処分することができる。
　業者から代金の支払いを催促されたり、商品の処分を
理由に言いがかりをつけて代金を支払うよう迫られる場合
もあるため、消費生活センターに相談する。

○デート商法
　不審なメールや電話などの話に安易に応じない。特に相
手が見知らぬ異性の場合には、十分注意する。
　契約してしまっても、クーリング・オフや、消費者契約法
による契約の取り消しの対象となる場合があるため、消費
生活センターに相談する。

○マルチ商法
　楽をして儲かる話など簡単にはなく、誰でも成功する
ものではないので、冷静に考える。
　契約書面を受け取った日、又は再販売する商品を受け
取った日のいずれか遅い方から、２０日以内はクーリング・
オフにより無条件で解約できるため、消費生活センターに
相談する。

○サクラサイト商法
　知らない人から届くメールやメッセージには絶対に返信
しない。「お金をあげる」、「私は芸能人」など、本当かどうか
確認できない相手とメール交換はしない。
　また、ＵＲＬのクリックを促されてもクリックしない。
個人情報の流出や悪用される可能性もあるので注意が
必要である。

行きません。アンケートも書きません。

【授業の進め方とポイント】

クーリング・オフ制度について

消費者と事業者との間の情報の質や量、また交渉力に格差が
あることが、消費者トラブルの原因となっている。

補足 特定商取引法について

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。




